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第四回裁判 HEPAフィルタ：被告は「国内最高レベルの安全対策」との説明を

「安心対策」にすり替え

第五回裁判 ８月１８日（火）１４：００ 福島地方裁判所
裁判終了の20分後より福島市市民会館にて報告集会を行います。
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１．裁判報告
6月2日（火）福島地裁にて第四回目の裁判が開かれました。原告からは前回の裁判長の

求めに応じて、HEPAフィルタが虚偽であることの根拠を分かりやすく整理した形の準備書
面を提出しました。田村バイオマスエナジーはいまだに一切の資料提出を拒否したまま、
「HEPAフィルタは安心のために設置するものであり個別の集じん性能を数値化※するもの
でない」
などと、居直ったような主張をしています。
しかしこの日、裁判長は「被告側は安心のためHEPAフィルタを設置したと主張している。

放射性物質の検査やバグフィルタの機能的欠陥があるかどうかが詐欺の要件に当たるかど
うかに関わってくる」とし、すでにこれまで原告側が批判してきた汚染木材の検査方法や
バグフィルタの問題点についてさらに説明を求め、被告側の論理に引きずられたかのよう
な印象がありました。

※「安心」というのは人の主観に基づくもので数値化できません。「安全」というのは危険の程度
を客観的な数字で示さなければなりません。被告側が「安心のため」とすり変えているのは、まさ
にHEPAが偽物であり集じん率を数字で示せない（示したくない）ことを表しています。

裁判の論争の分かりやすい解説はちくりん舎HP http://chikurin.org/wp/?p=5747 をご覧下さい。

２．田村市への寄附金
大越町の環境を守る会が田村市へ情報開示請求を行い、過去５年間の田村市への寄附金

を調べたところ、田村市と田村BEが土地賃貸借契約を締結した直後の2019年度に５百万円
～５千万円の大口寄附金17件（寄附者は非開示）が集中して寄せられていることが明らか
となりました。不透明な使途につながっていないかどうか、市議会議員が調査権を使って
明らかにする必要があるのではないでしょうか。

３．飯舘村蕨平仮設焼却炉跡地利用計画
飯舘村は蕨平で稼働する環境省の仮設焼却炉の今年10月での運転終了に合わせ、その後の跡地利

用として木質バイオマス発電を計画していることを議会に伝えました。
村内国有林を燃料とし、先行事例として田村バイオマス事業を参考とするとしています。
放射性物質に汚染された森林を焼却すれば放射性物質の再拡散となり、呼吸によって肺の奥へ取

り込まれた放射性物質は長く体内にとどまり、全身のさまざまな疾患をひき起こすことが指摘され
ています。特に子どもたちへの影響ははかり知れません。

裁判後の報告集会で解説
するちくりん舎の青木一
政さん

田村バイオマス訴訟
支援の会 facebook
https://www.facebook
.com/groups/4689235

30580459/
進捗状況、イベントなど

発信しています。


